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長
尾
市
長
の
無
責
任
な
答
弁
で
採
決
で
き
ず
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今
定
例
会
の
経
過

今
定
例
会
は
、市
長
改
選
後
、

初
め
て
開
か
れ
る
議
会
で
あ
り
、

開
会
初
日
に
は
市
長
の
所
信
表

明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
十
八
年
度
当
初

予
算
は
必
要
最
小
限
の
経
費
を

見
込
ん
だ
骨
格
予
算
と
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
補
充
す
る
た

め
の
補
正
予
算
を
は
じ
め
、
四

十
七
件
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
、
先
議

案
件
と
し
て
職

員
の
再
任
用
に

係
る
補
正
予
算

並
び
に
障
害
者

自
立
支
援
法
の

施
行
に
伴
う
条

例
改
正
等
十
六

件
が
審
議
さ
れ

ま
し
た
が
、
職

員
の
再
任
用
に

係
る
予
算
を
削

除
す
る
修
正
案

が
議
員
か
ら
提

案
さ
れ
修
正
可
決
、
他
の
議
案

は
原
案
ど
お
り
可
決
い
た
し
ま

し
た
。

ま
た
、
本
会
議
の
代
表
、
個

人
質
問
で
は
市
長
の
選
挙
公
約

及
び
所
信
表
明
の
実
現
と
「
集

中
改
革
プ
ラ
ン
」
の
間
に
は
明

ら
か
に
矛
盾
が
あ
る
と
の
こ
と

か
ら
問
題
と
な
り
、
審
議
が
中

断
、
紛
糾
し
ま
し
た
。

ま
た
、
後
日
開
催
の
委
員
会

審
議
に
お
い
て
も
、
本
会
議
同

様
、
市
長
を
初
め
理
事
者
の
不

十
分
な
答
弁
や
審
議
資
料
の
提

出
の
遅
れ
等
か
ら
審
議
が
進
ま

ず
、
会
期
末
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
市
長
に
は

議
会
へ
の
説
明
責
任
を
十
分
果

た
す
こ
と
を
申
し
入
れ
た
上
で
、

当
初
の
会
期
を
十
三
日
間
延
長

し
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
委
員
会

審
議
に
お
い
て
も
一
向
に
改
善

が
図
ら
れ
ず
、市
長
の
不
明
確
、

不
明
朗
な
答
弁
で
は
こ
れ
以
上

審
議
を
継
続
し
て
も
採
決
の
め

ど
が
立
た
ず
、
議
了
す
る
に
は

至
ら
な
い
と
の
判
断
か
ら
市
長

提
出
の
議
案
三
十
一
件
を
審
議

未
了
と
し
て
処
理
し
ま
し
た
。

一
方
、
最
終
日
に
は
議
員
か

ら
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
を
全

廃
す
る
「
職
員
給
与
条
例
の
一

部
改
正
」
や
「
長
尾
市
長
に
対

す
る
問
責
決
議
」が
提
案
さ
れ
、

可
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
審
議
未
了
と
な
っ
た

三
十
一
案
件
は
十
月
三
十
一
日

に
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

市
長
の
専
決
処
分
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

第３回定例会

―９月２０日～１０月３０日―

平
成
十
八
年
第
三
回
定
例
会
は
、
九
月
二
十
日
か
ら
十
月
三
十
日
ま
で
会
期
延
長
を
含
め
四
十
一
日

間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

今
期
定
例
会
は
、
市
長
改
選
後
初
め
て
の
議
会
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
会
議
冒
頭
に
市
長
か
ら
所
信

表
明
が
行
わ
れ
、
当
初
予
算
を
肉
付
け
す
る
補
正
予
算
を
は
じ
め
、
平
成
十
七
年
度
決
算
の
認
定
議
案
、

条
例
改
正
等
四
十
七
件
の
市
民
生
活
に
直
接
関
わ
る
議
案
が
提
出
さ
れ
、
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
職
員
の
再
任
用
に
関
係
す
る
予
算
等
十
六
件
は
九
月
二
十
六
日
に
先
議
案
件
と
し
て
議

決
さ
れ
、
ま
た
、
先
議
案
件
を
除
く
三
十
一
件
は
審
議
未
了
と
な
り
ま
し
た
。（
二
面
別
表
の
と
お
り
）

な
お
、
議
員
提
案
に
よ
り
十
月
十
七
日
に
は
「
北
朝
鮮
の
地
下
核
実
験
に
抗
議
し
、
核
の
廃
棄
を
求

め
る
決
議
」
が
、
ま
た
、
最
終
日
に
は
、
特
殊
勤
務
手
当
を
全
廃
す
る
「
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
改

正
条
例
」
並
び
に
「
長
尾
市
長
に
対
す
る
問
責
決
議
」
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
九
月
二
十
八
日
、
十
月
二
日
、
三
日
、
四
日
に
は
代
表
、
個
人
あ
わ
せ
て
十
七
名
の
議

員
が
質
疑
、
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

かがやくもみじに
ハイポーズ�

（花園中央公園）

さわやかな秋空のもと、ほっぺを染め
た子どもたち。お母さんと一緒にお散
歩です。

公
明
党
、
自
民
党
、
リ
ベ
ラ

ル
、
市
議
会
自
民
党
ク
ラ
ブ
、

自
民
党
市
政
刷
新
ク
ラ
ブ
の
五

会
派
の
四
十
名
の
議
員
か
ら
長

尾
市
長
に
対
す
る
問
責
決
議
案

が
定
例
会
最
終
日
に
提
出
さ
れ
、

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

問
責
決
議
の
提
案
の
趣
旨
は
、

ま
ず
市
政
運
営
の
基
本
姿
勢
に

関
わ
る
問
題
に
お
い
て
、
市
長

の
答
弁
内
容
に
矛
盾
が
あ
り
、

そ
の
点
を
認
め
る
こ
と
な
く
、

不
遜
な
態
度
を
と
り
続
け
る
市

長
は
行
政
執
行
の
責
任
者
と
し

て
の
自
覚
に
欠
け
る
。

ま
た
今
定
例
会
の
招
集
の
遅

れ
は
、
市
長
と
し
て
の
当
事
者

能
力
の
欠
如
で
あ
り
、
議
案
提

出
に
あ
た
っ
て
も
議
会
と
の
事

前
調
整
を
行
わ
ず
、
そ
の
後
の

審
議
に
お
い
て
も
説
明
責
任
を

果
た
す
こ
と
な
く
、
審
議
未
了

と
な
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
市

長
の
優
柔
不
断
、
極
め
て
無
責

任
な
対
応
に
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
り
、
猛
省
を
促
し
、
問
責

す
る
。

な
お
、
共
産
党
議
員
か
ら
市

長
は
市
民
と
の
公
約
実
現
に
努

力
す
る
と
答
弁
し
て
お
り
、
問

責
決
議
に
は
値
し
な
い
と
の
反

対
の
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

（
決
議
文
の
要
旨
は
七
面
）

新
議
員
紹
介

七
月
二
日
の
選
挙
に
お
い
て

当
選
さ
れ
ま
し
た
。

九
月
議
会

三
十
一
議
案
を
審
議
未
了
で
閉
会

岡 修一郎（３２）
自由民主党

長

尾

市

長

の

問

責

決

議

を

可

決
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